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日本における今後の「雇用戦略」とは？

◆６つの戦略分野

政府の「成長戦略策定会議」は、2009 年 12

月 30 日に「新成長戦略（基本方針）」というも

のを発表し、今後、日本が成長していくうえで

強みとなるものとして、次の６つの戦略分野を

示しました。

（１）環境・エネルギー大国戦略

（２）健康大国戦略

（３）アジア経済戦略

（４）観光立国・地域活性化戦略

（５）科学・技術立国戦略

（６）雇用・人材戦略

◆各分野における新規雇用の目標値

「環境・エネルギー大国戦略」の項目では、環

境分野における 140 万人の新規雇用創出、

「健康大国戦略」の項目では、医療・介護・健

康関連サービス分野における 280 万人の新規

雇用創出が、2020 年までの目標として示され

ています。また、「観光立国・地域活性化戦

略」の項目では、観光関連で56万人の新規雇

用創出を目標としています。

今後、これらのビジネス分野においては、政

府によるバックアップ、支援などが積極的に行

われていく可能性が非常に高いものと思われ

ます。

◆「雇用・人材戦略」の内容

「雇用・人材戦略」の項目においては、2020

年までの目標として、「若者フリーター約半減」、

「ニート減少」、「女性 M 字カーブ解消」、「高

齢者就労促進」、「障害者就労促進」、「ジョ

ブ・カード取得者 300 万人」、「有給休暇取得

促進」、「最低賃金引上げ」、「労働時間短縮」

が掲げられています。

具体的な施策としては、「若者・女性・高齢

者・障害者の就業率向上」、「『トランポリン型

社会』の構築」、「ジョブ・カード制度の発展」、

「地域雇用創造と『ディーセント・ワーク』の実

現」などが示されています。

これらの施策が確実に効果を上げることによ

り、現在の景気低迷の影響による雇用不安が

解消されていくことが非常に期待されていると

いえます。

取引先倒産による

連鎖倒産防止のための共済制度

◆中小企業の連鎖倒産を回避できるか？

新聞によれば、中小企業庁では、取引先倒

産による中小企業の連鎖倒産を防ぐため、共

済制度の拡充に関する改正案を国会に提出

する予定とのことです。

拡充されるのは、独立行政法人中小企業基

盤整備機構が運営する「中小企業倒産防止

共済」（通称：経営セーフティ共済）制度です。

◆「経営セーフティ共済」とは？

同制度は、取引先が倒産して売掛金が回

収できなくなった加入者に対し、共済金を無利

子・無担保・無保証人で貸し付ける制度であり、

全国の中小企業の約７パーセントに相当する

約 29 万 3,000 社が加入しています。

現在の制度では、貸付限度額は「回収困難

平成 22年 1月 20 日号

― 人と人との架け橋 ―

川端経営労務事務所 社会保険労務士 川端 努

〒540-0012

大阪市中央区谷町 2丁目 5 番 4号 ラドルフビル５F

ＴＥＬ 06-6945-5518／ＦＡＸ 06-6945-5087

URL http://roumu-support.com

E-mail t-kawabata@roumu-support.com



2

な売掛金債権等の額」と「掛金総額の 10 倍の

額」のうちいずれか少ない額で、最高で 3,200

万円となっており、返済期間は５年間、返済方

法は 54 カ月で均等分割による毎月返済となっ

ています。 掛金月額は、5,000 円から８万円ま

での範囲（5,000 円刻み）で自由に選ぶことが

でき、掛金総額が 320 万円になるまで積み立

てられ、払い込んだ掛金は、税法上、法人の

場合は損金、個人の場合は必要経費に算入

することができます。

◆今回の改正案の内容

同制度の中で、貸付限度額である「3,200 万

円」を「8,000 万円」まで引き上げるのが、今回

の改正案です。

これは、企業の倒産件数が増加し、１件当た

りの負債総額も高額になり、回収できなくなっ

た売掛金債権の満額を借りることができなかっ

た企業が、2006 年度で加入企業の約 13％に

達したためです。限度額の引上げにより、この

13％という数値が５％程度に抑えることができる

と試算されています。

2008 年には同制度の新規加入者が急増し

たものの、ここ数年では減少傾向が続き、制度

の運営が不安定になると指摘されています。中

小企業庁では、さらに加入者を増やして不況

の長期化による倒産増に備えたい考えのようで

す。

日本年金機構の方針および取組みにつ

いて

◆今年１月に発足

不祥事が相次ぎ、「年金不信」の代名詞とな

っていた社会保険庁は解体され、その後継組

織として日本年金機構が今年１月に発足しま

した。同機構は約 1,000 人の民間採用を含む

正職員約１万 880 人と、有期雇用契約職員約

6,950 人からなる非公務員型の特殊法人です。

長妻厚生労働大臣は、職員のうち社会保険庁

出身者の月給を一律３％減額する方針を示し

ました。これは、年金記録問題を起こした同庁

の責任を明確にするためのもので、問題解決

に一定のめどがつくまで継続するようです。役

員についても、ポストに応じて報酬を８～16％

減額し、これも当面継続させるとのことです。

◆方針や目標は？

社会保険事務所から改称した全国 312 の

「年金事務所」では、「お客様へのお約束 10 カ

条」を掲示し、国民目線のサービスの徹底を目

指す方針です。その内容は「その場でお答え

できない場合は２日以内に確認状況をご連

絡」、「お客様にプラスとなるもう一言を心がけ

る」、「お待たせ時間を 30 分以内にすることを

目指す」などの具体的な指標です。

さらに、2013 年度末までの中期目標として、

2002 年度から 60％程度と低迷している国民年

金保険料の納付率の低下傾向に歯止めをか

け、回復させるように努めること、厚生年金保

険料については「未適用事業所の適用を進め

つつ、収納の確保を図る」とし、徴収体制を強

化することを掲げています。しかし、いずれも具

体的な数値目標は盛り込まれませんでした。

◆今後の新体制に期待

年金記録問題の発覚により、旧社会保険事

務所の窓口対応が相当変わったことは確かで

す。日本年金機構による新体制・新方針の中

で、国民の信頼回復がどこまで図られるかが気

になるところです。

なかなか年金事務所等を訪れる機会がない

方は、一度、年金事務所等を訪ねられ、ご自

身の年金記録などの相談をしつつ新体制を実

感されるのも良いのではないのでしょうか。

当事務所よりひとこと

2010 年がスタートしました。皆様本年も

どうぞよろしくお願いいたします。昨年末

には、一部準備中ですがホームページをリ

ニューアルしました。よろしければ、ご覧

ください。（川端の写真が見られます…）

弊所は、中小企業経営者の身近な相談役です！

人事労務管理・就業規則・社会保険・年金でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。


